
1. 　特記仕様書の適用範囲

 　この仕様書は、井手水源地予備取水ポンプ購入における、ポンプ性能他について定め

る。

2. 　ポンプ性能

 　購入するポンプの性能は、仕様書(新品購入)によるものとし、同等以上のみとする。

 　同等以上の性能のうち、特に全揚程及び吐出量を確保できない場合は契約を締結しな

い。

 　落札者は、契約時にポンプ性能に関する書類を提出すること。

3. 　工場検査

 　工場検査については、工場検査願を提出のうえ日程調整を行うこと。

 　本町又は受注者の都合により工場検査が行えない場合は、自主検査の結果内容につ

いて、納品までに発注者検査員に説明すること。

4. 　納品

 　予備取水ポンプの納品場所については、久保水源地操作室建屋内とする。

 　納品時には、納品検査を実施する。

5. 　納期

 　納期については、令和7年11月30日までとする。
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